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横手市定住自立圏形成方針 

 

平成２２年１２月１５日制定 

令和３年９月１６日一部改正 

 

（目的） 

第１条 この方針は、定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日付総行応

第３９号総務事務次官通知）第４の規定に基づく中心市宣言を行った横手市にお

いて、横手地域と、増田地域、平鹿地域、雄物川地域、大森地域、十文字地域、

山内地域及び大雄地域（以下「周辺地域」という。）が相互に役割を分担し、連携

した取組を推進することにより、住民が定住し、自立していくための諸機能が充

実した魅力ある圏域を形成することを目的とする。 

（基本方針） 

第２条 前条に規定する目的の達成のために定住自立圏を形成し、次条に規定する

政策及び施策の分野の取組において横手地域と周辺地域が相互に役割分担して連

携を図り、共同し又は補完し合うものとする。 

（連携する具体的事項) 

第３条 第１条の取組の内容及び当該取組におけるそれぞれの地域の役割は、次の

定めるところによる。 

１. 生活機能の強化に係る政策分野 

（１） 医療 

ア 地域医療体制の充実と救急医療体制の確保 

ａ 取組の内容 

市の中核医療施設である平鹿総合病院と市立横手病院・市立大森病院

を中心に、地域の医療機関との連携を強化し、市民がいつでも必要なと

きに適切な医療が受けられ、幅広い医療ニーズに対応できるよう高度・

特殊医療や救急医療体制の充実を図る。 

また、休日・夜間における重症救急患者の二次救急医療を確保するた

め、圏域内の平鹿総合病院・市立横手病院・市立大森病院において実施

している病院群輪番制事業と横手市医師会の協力による在宅当番医制に

ついて支援する。 

さらに、情報通信技術（ＩＣＴ）等を活用した診療などによる地域医

療の確保に努めるとともに、恒常的な医師不足（医師少数区域）の解消

に向け、地域医療を支える人材の育成・確保対策に努める。 
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ｂ 横手地域の役割 

（ａ） 平鹿総合病院及び市立横手病院による高度先進的な専門医療や

二次救急医療の提供と、病院群輪番制による休日・夜間の一次救

急医療の提供に対して支援する。  

（ｂ） 横手地域内と周辺地域内の医療機関間の連携強化と、在宅当番

医制による休日の一次救急医療の提供を支援する。 

（ｃ） 平鹿総合病院及び市立横手病院による市立大森病院も含めた病

院相互の患者紹介と、地域内外の医療機関との緊密な連携体制を

強化する。 

ｃ 周辺地域の役割 

（ａ） 市立大森病院は、地域包括医療や二次救急医療を提供するとと

もに、病院群輪番制による休日・夜間の一次救急医療を提供す

る。 

（ｂ） 周辺地域内と横手地域内の医療機関間の連携強化と、在宅当番

医による休日の一次救急医療の提供を支援する。 

（ｃ） 市立大森病院は、平鹿総合病院及び市立横手病院も含めた病院

相互の患者紹介と、地域内外の医療機関との緊密な連携体制を強

化する。 

イ 各病院の機能強化支援 

ａ 取組の内容 

圏域内の住民が必要に応じて適切な医療が受けられるように、地域医

療の中核となる平鹿総合病院への医療運営費支援と市立横手病院・市立

大森病院の医療機器整備等による機能強化を図る。 

ｂ 横手地域の役割 

平鹿総合病院及び市立横手病院の二次医療機関としての機能を充実さ

せるため、医療機器の整備や医療従事者の確保を図る。 

ｃ 周辺地域の役割 

市立大森病院の二次医療機関としての機能を充実させるため、医療機

器の整備や医療従事者の確保を図る。 

（２） 健康・福祉 

ア 健康の駅事業の推進 

ａ 取組の内容  

子どもから高齢者まで全ての市民の健康をテーマにした市民の交流拠

点健康の駅において、主に運動を切り口とした安全で効果的な健康づく

り（生活習慣病予防や介護予防等）が実践できるように支援する。 

また、健康寿命の延伸を目的に、身体的な健康の維持・増進のみなら
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ず、いきいきと自分らしく生きるために重要な「こころの健康」の維持

など市民の総体的な健康づくりを支援する。 

ｂ 横手地域の役割 

健康の駅事業の企画・運営を行い、事業の更なる推進と体制強化を図

る。大規模駅では利用者個々の身体特性に応じた健康づくり支援、中規

模駅では生涯学習活動や地域活動等と連携した地域ぐるみの健康づくり

支援、小規模駅では地域の顔なじみの仲間が声を掛け合い、身近なとこ

ろで健康づくり支援を行う。 

また、身体測定や栄養指導など、ニーズに合った支援の充実を図り、

健康寿命の延伸や健康づくりに取り組む地域住民の増加につなげる。 

ｃ 周辺地域の役割 

大規模駅では利用者個々の身体特性に応じた健康づくり支援、中規模

駅では生涯学習活動や地域活動等と連携した地域ぐるみの健康づくり支

援、小規模駅では地域の顔なじみの仲間が声を掛け合い、身近なところ

で健康づくり支援を行う。 

また、身体測定や栄養指導など、ニーズに合った支援の充実を図り、

健康寿命の延伸や健康づくりに取り組む地域住民の増加につなげる。 

イ 地域ケアシステムの充実 

ａ 取組の内容  

高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持ち、豊かで充実した生活を送

ることができるよう、地域包括ケアシステムの構築に向けて、多様な主体

による連携、社会資源の充実や健康と生きがいづくりの推進を図る。 

ｂ 横手地域の役割 

近隣地域と連携を図りながら、高齢者の生きがいづくりを推進すると

とともに、介護・介護予防・地域支援事業・高齢者福祉サービス等の提

供基盤の整備を行う。 

また、認知症支援体制の整備や保健・医療・福祉の連携や地域包括支

援センターの機能強化により、高齢者支援体制の強化を図る。 

ｃ 周辺地域の役割 

横手地域と連携を図りながら、中山間地域が多く高齢化率が高いこと

を考慮し、高齢者の生きがいづくりや地域住民同士の交流のため、身近

な場所での集いの場の設置を支援するとともに、中山間地域への安定し

た介護サービス等の提供のため、介護・介護予防・地域支援事業・高齢

者福祉サービス等の提供基盤の整備を行う。 

      また、認知症支援体制の整備や保健・医療・福祉の連携や地域包括支

援センターの機能強化により、高齢者支援体制の強化を図る。 



- 4 - 
 

（３） 産業 

ア 農業の担い手育成支援 

ａ 取組の内容  

本圏域の基幹産業である農業の担い手の高齢化、後継者不足が課題と

なっていることから、地域の中核的農家に対して地域農業のリーダー的

役割と農業のプロとしての意識醸成を促すとともに、認定農業者のメリ

ットと役割を明確にし、認定農業者への誘導を図る。 

また、認定農業者や農業法人等がそれぞれの農業形態別の所得向上に

つながる経営モデルを設定し、経営・営農技術の情報を広く伝えること

により、地域農業を支える担い手の営農意欲の向上を図るとともに、経

営の効率化を促進し所得の向上を図る。 

さらに、県や市独自の研修制度を活用し、新規就農者の育成に努め

る。 

ｂ 横手地域の役割 

国・県・農業団体と連携して、担い手に関する情報収集に努めるとと

もに、農業の担い手育成の研修や支援制度等の様々な情報を地域内及び

周辺地域に発信して担い手の育成に努める。 

ｃ 周辺地域の役割 

本圏域の農業を支える人材輩出の中心として、認定農業者や農業法人

等の整備を進めるとともに、新規就農者の確保と営農定着支援に努め

る。 

イ 食と農からのまちづくり 

ａ 取組の内容  

本圏域は、横手盆地の特有の気候・立地条件と肥沃な土壌を背景とし

た稲作を中心とする穀倉地帯であるが、野菜、果樹等の稲作以外の農産

物生産も盛んな地域であり、農業が基幹産業となっている。                                                 

また、特色ある優れた食材や食文化、発酵食品等、豊富な地域資源を

最大限に生かし、産地収益力の向上に繋げるため、地域農産物のブラン

ド化と産地づくり、発酵文化に関する情報発信、生産と加工や販売との

連携による６次産業化の推進、地産地消の促進等の取組により「食と農

からのまちづくり」の推進を図る。 

ｂ 横手地域の役割 

   広報、コミュニティＦＭ、ホームページ、ブログ、催事などにより、

「食と農」に関する取組や地域の食材、食文化、発酵食品等の情報発信

に努める。また、学校給食等への地元食材の利用を促進するとともに、

６次産業化への取組を支援する。 
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ｃ 周辺地域の役割 

各地域の様々な食材、食文化等の情報を発信し、地域ブランド産品の

更なる品質向上に努めるとともに、地域特産となりうる農産物の開発や

研究に努める。 

また、学校給食等への地元食材の供給を促進する。 

ウ 地元企業支援及び企業誘致による雇用の場の確保 

ａ 取組の内容  

地域経済を支える地元企業の経営基盤強化や起業・創業に対する各種

支援制度の充実を図るとともに、積極的な企業誘致に努め、雇用の場の

拡大を図る。 

ｂ 横手地域の役割 

（ａ） 近年の自動車関連産業や航空機関連産業、ＩＴ・ソフトウェア

産業の新規立地に加え、さらに成長、発展が見込まれる分野の企

業や、高度な知見や技術をもつ大学や企業の研究開発機関の立地

を目指す。 

（ｂ） 横手地域へ立地している企業の経営基盤強化のため、経済状況

に即した支援制度を整備するとともに、起業・創業支援を充実さ

せ、事業の拡大と雇用促進を図る。 

ｃ 周辺地域の役割 

各地域へ立地している企業の経営基盤強化のため、経済状況に即した

支援制度を整備するとともに、起業・創業支援を充実させ、事業の拡大

と雇用促進を図る。 

（４） 教育文化 

ア 山や川などの自然環境や里山環境を利用した体験教育の推進 

ａ 取組の内容  

本圏域は、奥羽山系と出羽丘陵の山並みが両脇を囲み、その中央を雄

物川、その支流に横手川、成瀬川、皆瀬川等の河川が流れ、豊かな自然

環境や里山環境を有していることから、その環境を生かした体験教育の

推進を図る。 

ｂ 横手地域の役割 

体験教育のニーズ等の情報収集を図るとともに、周辺地域情報の集約

と発信に努める。 

ｃ 周辺地域の役割 

体験型教育プログラムを充実させ、ニーズに合ったメニュー、施設・

場所を提供する。 
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イ 心を豊かにする生涯学習と生涯スポーツの推進 

ａ 取組の内容  

   市民が豊かな教養を身に着けるとともに、心身の健全な育成を図るた

め、芸術文化やスポーツにふれる機会や体験活動ができる場の提供と取

組を支援する。 

ｂ 横手地域の役割 

芸術文化施設や横手地域のスポーツ施設を活用し、他地域との交流を

促進するとともに、芸術文化やスポーツに親しむ場の提供と取組を支援

する。 

ｃ 周辺地域の役割 

   公民館等の生涯学習施設や地域のスポーツ施設を活用し、芸術文化や

スポーツに親しむ場の提供と取組を支援する。 

（５） 環境 

ア ごみの減量・資源化の推進 

ａ 取組の内容 

リサイクルの推進やごみの減量化、生ごみの堆肥化などの３Ｒ（リデ

ュース、リユース、リサイクル）活動などを推進し、環境負荷を低減す

るための循環型社会に向けた一層の取組を図る。 

市民、事業者に対しては、ごみ分別アプリやホームページ、チラシ等

を活用し分別の見える化を行い、分別意識の向上を図るとともに、分別

の適正化を推進する。 

また、ごみの資源化の取組として、生ごみの堆肥化や焼却熱を利用し

た発電、焼却主灰の全量セメント原料化、空き瓶、小電、ペットボトル

等の回収等を促進し、ごみの資源化を図る。 

ｂ 横手地域の役割 

「クリーンプラザよこて」で、市内全域のごみの収集を行い、適正な

ごみの分別を実施するとともに、焼却熱を利用した発電や焼却主灰の利

活用等により、ごみの資源化を推進する。 

また、市民、事業者に対し、適正な分別方法を周知し、ごみの減量や

資源化の意識醸成を図るとともに、無料で資源ごみを出すことができる

常設型資源回収ステーション等の活用により、地域での資源化を促進す

る。 

ｃ 周辺地域の役割 

各集積所での家庭系ごみの分別の適正化を図るとともに、堆肥センタ

ーで生ごみの堆肥化を促進し、ごみの減量や資源化を図る。 

また、市民、事業者に対し、適正な分別方法を周知し、ごみの減量や
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資源化の意識醸成を図るとともに、無料で資源ごみを出すことができる

常設型資源回収ステーション等の活用により、地域での資源化を促進す

る。 

イ 再生可能エネルギーの利用の促進 

 ａ 取組の内容 

個人住宅や事業者等への再生可能エネルギーの普及促進により、二酸

化炭素排出量を削減するとともに、地球温暖化対策の推進を図る。 

また、公共施設への積極的な導入により、エネルギーの地産地消や災

害時のエネルギーの確保を目指す。 

 ｂ 横手地域の役割 

地中熱利用による融雪設備の普及を図り、除排雪作業の負担軽減を図

るとともに、再生可能エネルギー活用の理解醸成を図る。 

また、太陽光発電設備等、再生可能エネルギー設備導入を促進し、カ

ーボンニュートラルに向けた取組に努める。 

 ｃ 周辺地域の役割 

周辺地域においても、地中熱利用による融雪設備の普及を図り、除排

雪作業の負担軽減を図るとともに、再生可能エネルギー活用の理解醸成

を図る。 

また、太陽光発電設備等、再生可能エネルギー設備導入を促進し、カ

ーボンニュートラルに向けた取組に努める。 

ウ 森林吸収源対策の確実な実施 

ａ 取組の内容 

施業の集約化、路網の整備及び計画的な間伐等の森林整備を推進す

る。合わせて森林環境譲与税を活用し、森林経営管理制度においては境

界又は施業区域の合意形成を図りながら未整備森林の整備を推進するほ

か、木材利用促進や普及啓発等にも取り組み、森林吸収源となる森林資

源の整備、保全に努める。 

ｂ 横手地域の役割 

木材利用促進など森林整備の促進に関する取組や、情報発信に努める

とともに、地域の森林資源の整備、保全を推進する。 

ｃ 周辺地域の役割 

地域の特徴を生かした森林整備の促進に関する取組に努めるととも

に、地域の森林資源の整備、保全を推進する。 

（６） 防災 

ア 防災・減災対策の推進 

ａ 取組の内容 
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災害時や緊急時において、迅速かつ的確な対応を行うため、平常時か

ら地域や企業等との連携・協力関係の構築、非常時備蓄物資確保、防災

情報の適切な伝達手段の整備等に取り組む。 

また、市民の防災に対する意識の醸成や知識の習得に努め、大規模災

害発生時における相互応援・協力体制の整備による避難者の受け入れな

ど主体的な防災活動を促進する。 

ｂ 横手地域の役割 

圏域全体の約４割の人口が集中し、かつ昼間人口も増加する地域であ 

ることから、地域や企業等との連携・協力のもと非常時備蓄物資の整備

に努めるとともに、周辺地域で物資が不足するような場合は供給に当た

る。 

また、平常時からの情報収集及び情報伝達方法の確立により、災害 

時や緊急時に迅速かつ的確な対応ができる体制の整備に努めるととも

に、帰宅困難者等に対する一時滞在施設の確保など、避難者受け入れ体

制を強化する。 

ｃ 周辺地域の役割 

周辺地域においても、平常時から情報収集及び情報伝達方法の確立、

避難者の受け入れ態勢の確保により、災害時や緊急時に迅速かつ的確な

対応ができる体制の整備に努める。 

２. 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

（１） 地域公共交通 

ア 地域公共交通の確保維持と利便性の向上 

ａ 取組の内容  

地域住民や行政、交通事業者などの多様な関係者が協働・連携しなが

ら、地域公共交通の確保・維持を図る。 

市民の足として重要な役割を果たしている生活バス路線については、

バス事業者への支援を行い既存運行路線の存続確保を図ることで、公共

交通の利用が不便なエリアの拡大防止に努める。 

   また、路線バス網の間を面的にカバーする横手デマンド交通や、地域

の実情に合わせ自家用有償旅客運送等の手法も用いて、持続可能な地域

公共交通体制の構築を図る。 

ｂ 横手地域の役割 

（ａ） 通勤、通学、通院、買い物等の圏域全体の拠点地域として、各

交通手段間の円滑な乗り継ぎを可能とするような運行ダイヤにつ

いて交通事業者と調整を図るなど、交通結節機能の強化を図る。 

（ｂ） 交通事業者と連携して、横手デマンド交通、横手市循環バスの
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運行を実施し、市民が利用しやすい公共交通の確保維持に努め

る。 

ｃ 周辺地域の役割 

（ａ） バス路線に対する住民要望の取りまとめや地域ニーズの把握に

努め、事業者との調整を行う。 

（ｂ） 横手デマンド交通や乗合タクシー、自家用有償旅客運送等の運

行により、地域の実情に応じた生活の足の確保を図る。 

（２） 道路等の交通インフラの整備 

ア 圏域内外を結ぶ道路ネットワークの整備充実 

ａ 取組の内容  

市民生活、産業活動に密接に係る横手地域と周辺地域を結ぶ生活幹線

道路を整備し、国・県道へのアクセスをスムーズにするとともに、冬期

間における除排雪体制の整備などにより、快適で安全安心な道路環境の

確保を図る。 

ｂ 横手地域の役割 

幹線道路については、国道１３号、国道１０７号、主要地方道等の主

要幹線道路や秋田自動車道横手インターチェンジ、横手北スマートイン

ターチェンジとの円滑な接続と道路機能の充実を図る。 

また、生活道路については、都市機能と幹線道路等への円滑な接続が

可能となるよう道路環境の整備を図る。 

ｃ 周辺地域の役割 

  幹線道路については、国道１３号、国道１０７号、国道３４２号、国

道３９７号、主要地方道等の主要幹線道路との円滑な接続と道路機能の

充実を図る。 

また、生活道路については、幹線道路等への円滑な接続が可能となる

よう道路環境の整備を図る。 

（３） 交流・定住促進 

ア 移住定住の促進 

ａ 取組の内容 

ウェブサイト等を活用した情報発信と、各種窓口や移住イベントの場

での個別相談等により、移住希望者の掘り起こしに努める。 

移住してよかったと思えるよう、一人一人の相談内容に応じたきめ細

やかな対応を心がけ、「定住」という結果につなげるため、関係部局が連

携して対応にあたる。 

ｂ 横手地域の役割 

都市機能を備えた圏域中心地域として、移住希望者に対して地域の 
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暮らしの魅力をＰＲし、移住定住の促進につなげる。 

ｃ 周辺地域の役割 

豊かな自然環境の中で地域ごとの特性を活かした暮らしぶりをＰＲ

し、移住定住の促進につなげる。 

イ 応援人口との交流促進 

ａ 取組の内容 

継続的に多様な関わりを持ってくれる応援人口とともに課題解決に取

り組むため、大規模イベントや首都圏でのイベント等を通じて応援意識

の醸成と底上げを図るとともに、横手の課題応援事業メニューを企画・

実施し、応援人口による地域課題への具体的な応援・支援といった取組

の深化を図る。 

ｂ 横手地域の役割 

課題応援事業メニューを企画・実施し、応援人口との関係の深化を図

る。 

ｃ 周辺地域の役割 

地域課題の洗い出しを実施するとともに、交流促進につながる地域 

資源の発掘や洗い出しを行い、中心地域と連携し、応援人口の取組の深

化を図る。 

ウ グリーン・ツーリズムへの支援による移住対策事業の推進 

ａ 取組の内容 

田植え、稲刈り、ぶどう・りんご狩り等の農業体験や食文化体験、 

自然体験等の資源を生かしたグリーン・ツーリズムの支援に努め、受入

農家の育成と農家民宿の充実を図ることで、都市からの体験希望者を増

加させ、農村生活を実体験してもらうことにより、都市住民の移住促進

を図る。 

ｂ 横手地域の役割 

観光ぶどう園等の農業体験を通じて、圏域内におけるグリーン・ツー

リズムの情報発信を図り、他地域での農業体験実施につなげるよう努め

る。 

ｃ 周辺地域の役割 

優良事例である農家民宿・農業体験の取組をより広範囲に普及させる

とともに、長期滞在及び移住につながるよう地域の特色を生かした受入

体制を整備し、定住者の拡大を図る。 

（４） 地産地消の推進 

ア 地域資源を活用した地産地消の推進 

ａ 取組の内容 
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圏域内における地産地消を推進するため、農産物直売所の利用促進を

支援するとともに、地場農産品の学校給食での使用拡大を図る。 

また、圏域内で生産された農産物を加工、販売する体制整備への支援

を行い、６次産業化への取組を推進する。さらに、横手市農業や横手産

農産物への理解の促進、農作業体験を含めた担い手の育成に関連した食

育事業を推進し、総体的に地産地消への意識の向上を図る。 

ｂ 横手地域の役割 

農産物直売所等に関する情報を発信するほか、生産者団体等との意 

見交換を開催し、学校給食における地場農産物の使用率向上を図る。 

また、６次産業化への体制整備を支援するとともに、６次産業化支 

援施設の活用を推進する。 

さらに、地場産の食材を使用した給食提供の機会創出や食農体験プロ

グラム等による食育の推進を図る。 

ｃ 周辺地域の役割 

中心地域と連携し各種施策に取り組み、直売所の支援や地産地消の 

推進を図るとともに、各地域で生産している特色ある農産物への理解を

促進するなどの食育事業を支援する。 

（５） デジタル・ディバイドの解消へ向けたＩＣＴインフラ整備・活用 

ア ＩＣＴの利活用による市民の利便性の向上 

ａ 取組の内容 

ＩＣＴの利活用により、行政手続きのオンライン化の充実や公共施設

の予約をはじめ、使用料等の支払いのキャッシュレス決済などデジタル

化の推進を図り、「いつでも」「どこからでも」手続きができるように市

民の利便性の向上とデジタル・ディバイド（情報格差）の解消を図る。 

また、児童・生徒の情報活用能力の育成や、ＩＣＴを効率的に活用し

た「わかりやすく深まる授業」の実現のため、教育ＩＣＴ環境の充実を

図る。 

さらに、市内外企業の多様な働き方を支援するため、ビジネスワーク

施設やテレワーク環境等の充実を図る。 

ｂ 横手地域の役割 

多様化するＩＣＴの情報を収集し、環境整備や利活用の検討、体制の

充実を図る。 

ｃ 周辺地域の役割 

中心地域と連携し各種施策に取り組み、利便性の向上を図る。 

３. 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

（１） 人材の育成 
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ア 市民の主体的な地域づくり活動の推進 

ａ 取組の内容  

地域づくりの支援に取り組み、人口減少や少子高齢化の中で多様化す

る地域課題や地域の将来像を考え、課題解決のための持続的な取組体制

の確立を図るとともに、地域住民の参画を促し、人材の育成を図る。 

ｂ 横手地域の役割 

横手地域においては、自主運営組織や自治会・町内会の地域づくり活

動を支援しながら、地域住民が主体となった地域づくり活動を推進し、

地域住民の参画を促し、人材の育成を図る。 

ｃ 周辺地域の役割 

周辺地域においても、自主運営組織や自治会・町内会の地域づくり 

活動を支援しながら、地域住民が主体となった地域づくり活動の推進を

図るとともに、地域住民の参画を促し、人材の育成を図る。 

（２） 外部からの人材の招へい 

ア 地域支援アドバイザー等の活用 

ａ 取組の内容  

本圏域の地域おこしにつながる魅力的な資源があるにもかかわらず、

地元住民ではなかなか気づかない地域産品等を客観的な視点で掘り起こ

し、商品開発等について助言する地域支援アドバイザーの招へいや地域

おこしを担う人材を受け入れ、地域産業の高付加価値化を図る。 

ｂ 横手地域の役割 

（ａ） 外部からの地域支援アドバイザーの招へいや地域おこしを担う

人材を受け入れ、埋もれている地域資源の発掘を行う。 

（ｂ） 特産物や新商品の開発・売り込み等に関するマーケティングア

ドバイザー及び新たな観光ルート開発や観光資源を発掘する観光

アドバイザーの招へいや地域おこしを担う人材を受け入れ、新た

な横手ブランドの創造に努め､本圏域のＰＲを推進する。 

ｃ 周辺地域の役割 

（ａ） 各地域の資源調査等により、各地域に埋もれている優良な農産

品や特産品、観光資源の情報収集を行い、地域資源の発掘を行

う。 

（ｂ） アドバイザー等により発掘された優良な特産品等についてのマ

ーケティングを推進するとともに、各地域を周遊する観光ルート

の開発に努める。 

（その他） 

第４条 この方針に掲げる取組について必要な事項は、市長が別に定める。 


